
■対象工事がない場合

対象となる盛土等の工事がない場合は、盛土規制法に基づく手続きの必要はありま
せんが、工事計画の変更等により盛土規制法の規制対象工事を新たに実施する場合は、
盛土規制法の新規許可を取得する必要があります。
そのため、他法令における変更手続き等を行う場合でも、別途、盛土規制法に基づく

新規許可申請及び許可申請手数料の納付が必要となります。

大分県 土木建築部 都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班 ：097-506-4694,4695

■許可又は届出が必要となる盛土等の規模

許可申請等が必要となるのは、工事予定区域内で下表中の①～⑦のいずれかに
該当する盛土等（盛土、切土又は土石の堆積）を行う場合です。

※対象となる盛土等の規模は、施行場所（規制区域）により異なります。
規制区域については大分県のHPを参照してください。

⇒大分県の規制区域 ： https://www.pref.oita.jp/site/kisotyousa-kuiki-kouhyou/

盛土等の工事に関係される皆様へ

（盛土規制法に関する重要なお知らせ）

大分県では、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下、盛土規制法）の規制区域を
令和７年５月１日に指定し、運用を開始します。
規制区域内で行われる一定規模以上の盛土、切土又は土石の堆積の工事を行う

場合は、事前に盛土規制法の許可等を受ける必要があります。
他法令の許可等を受けている場合でも、別途、盛土規制法の許可又は届出が必要な

場合があります。

対象となる盛土等の工事を実施する場合は、「盛土規制法運用の手引」を参考に、
盛土規制法に基づく許可申請等を行ってください。

❐ご不明な点は、下記連絡先にお問い合わせください。

⇒盛土規制法運用の手引 ： https://www.pref.oita.jp/site/moridotaisaku-shinsei/

重要 大分県



運用開始に伴う留意事項（施工中の工事の届出）

・ 運用開始（R7.4.30）前に工事着手して、運用開始(R7.5.1）後も継続する工事は、

令和７年５月２２日までに法第２１条又は第４０条に基づく届出が必要です。

※届出後に計画を変更し、届出内容を超える規模の盛土等を行う場合は、許可等が必要となる場合があります。

・ なお、運用開始（R7.5.1)後に工事着手する場合は、許可等の手続が必要です。

１ 届出の手続きについて

２ 届出の対象となる規模について

大分県への届出先は、電子申請システム（Graffer）での受付とします。

※大分市（全域）、別府市（宅地造成等工事規制区域内）は、届出窓口が異なりますのでご注意ください。

・大分市（全域）：大分市開発建築指導課開発指導室 （097-537-5683）

・別府市（宅地造成等工事規制区域内）：別府市建設部都市計画課都市開発係（0977-21-1471）

３ 届出の提出方法について

大分県 土木建築部 都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班

電話：097-506-4694、097-506-4695

メール：morido-shinsei@pref.oita.lg.jp

〇問い合わせ先

☆手続きのイメージ

※許可等の手続が必要

R7.5.1

工事着手 工事完了届出期間は
R7.5.1～R7.5.22です

R7.5.22

運用開始日

工事着手

（手続きの必要性については、大分県H.Pの判断フローを参考にしてください。）

届出期日

上記内容について、以下のURLに記載していますので、ご確認ください。

大分県H.P ： https://www.pref.oita.jp/site/moridotaisaku-todokede/

工事Ａ

工事Ｂ

工事Ａ

工事Ｂ


